
水質検査実施中



簡易専用水道 特定建築物

水道法による
水質検査

ビル管法による
水質検査

簡易専用水道

ビル・マンションの多くは水道水を一旦受水槽に受けて給水しています
その為、衛生的に管理しないといけません。 適正に管理する必要があります。

簡易専用水道

特定建築物

有効容量10㎥以下の受水槽は法的な義務はありませんが、受水槽から給水
するという構造は同じですので同様の管理方法をお勧めします。

特定用途で延べ床面積３０００㎡以上の建築物においては６か月以内に１回
１５項目検査、年１回(６月～９月）に１１項目の検査が必要です。
(井戸水は給水前５０項目検査、３年に１回８項目）


